
一
　
問
題
関
心
と
課
題
設
定

本
稿
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
社
会
哲
学
の
読
解
を
基
礎
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
に
お

け
る
近
代
「
市
民
社
会
」
批
判
の
立
場
と
方
法
の
差
異
と
関
連
を
探
る
試
み
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
の
大
き
な
課
題
設
定
は
つ
ぎ
の
問
題
関
心
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
二
〇
〇
五
年
に
拙
著
『「
資
本
」
の
方
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
』（
大
月
書

店
）
を
上
梓
し
た
が
、
そ
こ
で
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
た
。
マ
ル
ク
ス
は
、

「
市
民
社
会
の
解
剖
学
」
を
経
済
学
に
求
め
、「
資
本
」
を
基
本
概
念
と
す
る
「
市
民

（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
）
経
済
の
体
系
」（『
経
済
学
批
判
へ
の
序
言
』
一
八
五
九
年
）
を
構
想
し

た
。
そ
し
て
、
六
項
目
の
経
済
学
批
判
体
系
の
も
っ
と
も
基
礎
と
な
る
べ
き
「
資
本

一
般
」
す
な
わ
ち
資
本
の
普
遍
的
概
念
の
完
成
に
精
力
を
傾
け
た
。
そ
の
際
、
ヘ
ー

ゲ
ル
論
理
学
の
方
法
を
大
い
に
参
考
に
し
て
、
み
ず
か
ら
の
方
法
を
「
理
論
的
方
法
」

と
称
し
た
。
マ
ル
ク
ス
が
「
理
論
的
方
法
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う

「
理
論
的
理
念
」
と
し
て
の
概
念
を
把
握
す
る
思
考
の
方
法
で
あ
っ
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
は
絶
対
精
神
の
「
絶
対
的
理
念
」
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
絶
対
的
理
念
」
は
理
論
的
理
念
と
実
践
的
理
念
と
の
統
一
、
い
い
か
え
る
と
真
の

理
念
と
善
の
理
念
、
あ
る
い
は
認
識
と
行
為
と
の
統
一
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学

に
つ
い
て
、
マ
ル
ク
ス
は
、「
理
念
と
い
う
名
の
、
一
つ
の
自
立
し
た
主
体
に
さ
え

転
化
し
て
い
る
思
考
過
程
が
現
実
的
な
も
の
の
創
造
主
で
あ
り
、
現
実
的
な
も
の
は

た
だ
そ
の
外
的
現
象
を
な
し
て
い
る
だ
け
だ
」（『
資
本
論
』
第
一
巻
第
二
版
後
記
、
一

八
七
三
年
）
と
批
判
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
念
主
義
（
ま
さ
に
観
念
論
）
へ
の
批
判
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
「
理
論
的
方
法
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
異
な
り
、

学
的
対
象
を
実
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
し
、
分
析
と
総
合
の
方
法
は
不
可
欠
な
も

の
で
あ
る
と
認
め
た
う
え
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
真
の
理
念
」
す
な
わ
ち
事
物
の

概
念
を
把
握
し
、
展
開
す
る
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
が
『
資
本
論
』

で
意
図
し
た
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
絶
対
的
理
念
」
に
含
ま
れ
て
い
る
「
実
践
的

理
念
」
の
展
開
で
は
な
か
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
理
念
」
に
対
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は

あ
く
ま
で
対
象
固
有
の
論
理
を
表
現
す
る
概
念
（「
資
本
」
さ
ら
に
「
資
本
一
般
」
の
概

念
）
を
把
握
し
、
そ
れ
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
二
つ
の
課
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
論
理
学
の
最
後
に
、
理
論
的
理
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た

実
践
的
理
念
を
も
ち
だ
し
、
こ
れ
を
善
の
理
念
と
し
、
両
者
の
統
一
を
絶
対
的
理
念

と
し
た
。
し
か
し
、
善
の
理
念
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
論
理
学
で
は
ほ
と
ん
ど
何

も
の
べ
て
い
な
い
に
等
し
い
。「
善
」
は
彼
の
哲
学
体
系
（
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
）

第
三
部
精
神
哲
学
の
第
二
篇
「
客
観
的
精
神
」
に
お
い
て
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
精
神
哲
学
に
お
い
て
は
、
意
識
や
理
性
、
理
論
的
精
神
と
実
践
的
精
神
な
ど
は
第

一
篇
「
主
観
的
精
神
」
で
扱
わ
れ
て
お
り
、
社
会
的
な
意
志
や
行
為
は
第
二
篇
「
客

観
的
精
神
」
で
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
篇
「
客
観
的
精
神
」
の
な
か
の

「
Ｃ
人
倫
」
に
お
い
て
「
家
族
」「
市
民
社
会
」「
国
家
」
の
三
契
機
が
扱
わ
れ
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
の
実
践
的
理
念
あ
る
い
は
意
志
と
行
為
に
も
と
づ
く
社
会
の
哲
学
、
し
た

が
っ
て
ま
た
彼
の
市
民
社
会
批
判
は
彼
の
精
神
哲
学
に
属
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
批
判
に
関
連
し
て
、
そ
こ
か
ら
派

生
す
る
マ
ル
ク
ス
の
近
代
市
民
社
会
認
識
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
自
身
が
明
記
し
た
よ

う
に
、
彼
の
実
質
的
に
「
最
初
の
仕
事
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
批
判
的
検
討
で
あ

っ
た
」。
そ
の
仕
事
の
「
序
説
は
一
八
四
四
年
に
パ
リ
で
発
行
さ
れ
た
『
独
仏
年
誌
』

に
掲
載
さ
れ
た
」
が
、
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
ノ
ー
ト
は
一
九
二
七
年
に
「
ヘ
ー
ゲ

ル
国
法
論
批
判
」
と
し
て
戦
前
版
の
全
集
（
リ
ャ
ザ
ノ
フ
編
集
）
で
発
表
さ
れ
た
。

の
ち
の
「
資
本
」
論
に
い
た
る
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
近
代
市
民
社
会
批
判
の
、
最
初

の
手
が
か
り
が
こ
こ
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
法
、
道
徳
、
国
家
に
関
す
る
プ
ラ
ン
は

も
っ
て
い
た
が
、
体
系
的
著
作
は
著
わ
さ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
残
し
た

い
く
つ
か
の
定
式
や
テ
ー
ゼ
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
、

ま
た
周
知
の
よ
う
な
公
式
化
も
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
定
式
や
テ
ー

ゼ
の
意
図
や
内
容
を
真
に
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を

基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
マ
ル
ク
ス
の
簡
潔
な
定
式
化
や
テ
ー
ゼ

あ
る
い
は
断
片
的
な
叙
述
の
背
景
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
い
う
豊
か
な
土
壌
が
存
在

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
の
ノ

ー
ト
の
な
か
に
、
後
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
近
代
市
民
社
会
批
判
と
そ
の
経
済
理
論
に

つ
な
が
る
萌
芽
を
見
出
す
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
二
つ
目
の
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
二
つ
の
問
題
は
、
近
代
市
民
社
会
批
判
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル

ク
ス
の
差
異
と
関
連
と
い
う
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
こ
の

二
つ
の
問
題
は
交
錯
す
るq

。

ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
は
現
代
思
想
お
よ
び
現
代
社
会
科
学
の
豊
か
な
源
流
で
あ

る
。
と
く
に
近
年
、
市
場
原
理
主
義
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
へ
の
批
判
、
あ
る
い
は
ま

た
、
あ
ら
た
め
て
資
本
制
経
済
の
本
質
へ
の
批
判
と
関
連
し
て
、
市
民
社
会
か
ら
ア

ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
社
会
へ
、
あ
る
い
は
ま
た
ポ
ス
ト
資
本
主
義
社
会
と
し
て
の
ア
ソ

シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
思
想
の
流
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
治
・
社
会
思
想
に
お
け

る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
と
の
対
立
、
あ
る
い
は
そ
の
超
克

（
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
）
と
い
う
課
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
代

的
問
題
関
心
か
ら
、
現
代
思
想
と
社
会
科
学
の
原
点
に
た
ち
か
え
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と

マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
近
代
市
民
社
会
批
判
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
は
今
日
的
意
味

の
あ
る
課
題
で
あ
るw

。

二

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
近
代
市
民
社
会
批
判

（
１
）
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
に
お
け
る
社
会
哲
学
の
位
置

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
は
、『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
（E

n
cyclop

aed
ia

）』

（
第
三
版
一
八
三
〇
年
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
（
１
）
論
理
学
（
２
）
自
然
哲
学
（
３
）

精
神
哲
学
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。（
１
）
論
理
学
は
哲
学
全
体
の
方
法
を

扱
う
も
の
、（
２
）
自
然
哲
学
の
自
然
は
「
精
神
の
な
い
」
と
こ
ろ
の
、
理
念
の
疎

外
態
で
あ
り
、
同
時
に
精
神
活
動
の
素
材
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ

ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
で
は
、（
３
）
の
精
神
哲
学
が
「
人
間
の
真
実
な
も
の
の
認
識
」

（
三
七
七
節
）
と
い
う
意
味
を
も
つe

。わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
「
社
会
」
と
い
う
事
柄
を

ヘ
ー
ゲ
ル
が
扱
う
の
は
、
こ
の
精
神
哲
学
の
第
二
篇
「
客
観
的
精
神
」
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
根
本
を
貫
く
の
は
理
念
（Idee,

Idea

）
で
あ
る
。
自
然
が
理
念

の
疎
外
態
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
理
念
は
精
神
（G

eist,
S

pirit
or

M
in

d

）
に
お
い

て
そ
の
疎
外
を
克
服
し
、
自
然
を
前
提
に
し
て
本
来
の
自
由
を
と
り
も
ど
し
、
よ
り

優
位
な
段
階
に
達
す
る
。
ま
ず
、
精
神
は
、「
人
間
相
互
の
関
係
を
度
外
視
し
、
自

然
と
の
関
係
で
と
ら
え
ら
れ
」
る
。
こ
れ
が
「
主
観
的
精
神
」（
精
神
哲
学
第
一
篇
）

で
あ
る
。
主
観
的
精
神
の
考
察
は
、
人
間
学
（
心
）
―
精
神
現
象
学
（
意
識
）
―
心

理
学
（
理
論
的
精
神
と
実
践
的
精
神
）
の
各
段
階
か
ら
な
る
が
、
こ
れ
は
「
自
然
に
拘
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束
さ
れ
た
あ
り
方
か
ら
精
神
が
脱
却
し
て
自
立
す
る
過
程
を
た
ど
る
」（
岩
佐
ほ
か
編

『
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
事
典
』
一
七
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
主
観
的
精
神
」
に
対
し
て
「
客
観
的
精
神
」（
精
神
哲
学
第
二
篇
）
は
、「
精
神

自
体
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
べ
き
、
そ
し
て
精
神
自
体
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
世
界

と
し
て
の
現
実
性
と
い
う
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
」（
三
八
五
節
）
で
あ
る
。

「
客
観
的
精
神
」
は
、「
主
観
的
精
神
」
の
「
そ
れ
自
体
に
お
け
る
自
由
」
に
対
し
て
、

「
必
然
性
」
と
し
て
存
在
す
る
（
同
節
）。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
あ
っ
て

は
、
主
観
性
（
自
由
）
と
客
観
性
（
必
然
性
）
と
が
分
離
し
て
い
る
状
態
に
お
け
る
、

後
者
の
客
観
的
世
界
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
社
会
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
観
性
と
客

観
性
と
に
分
離
し
た
精
神
は
、
ま
だ
な
お
「
有
限
な
精
神
で
あ
る
」（
三
八
六
節
）。

精
神
は
本
来
、
無
限
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
分
離
は
発
展
的
に
解
消

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
絶
対
的
精
神
」（
精
神
哲
学
第
三

篇
）
で
あ
る
。「
絶
対
的
精
神
」
は
芸
術
、
宗
教
お
よ
び
哲
学
の
立
場
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、「
客
観
的
精
神
」
の
世
界
よ
り
も
高
次
で
あ
る
。

ま
た
、
世
界
を
直
観
や
表
象
に
お
い
て
と
ら
え
る
芸
術
や
宗
教
に
対
し
て
、
概
念
に

お
い
て
把
握
す
る
哲
学
に
お
い
て
、
精
神
か
ら
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
は
完
結
す
る
。

（
２
）
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
哲
学
に
お
け
る
主
観
的
精
神
と

客
観
的
精
神
（
＝
法
哲
学
）

以
上
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
体
系
に
お
け
る
精
神
哲
学
の
位
置
を
簡
単
に
示
し
た
の
で
、

本
項
で
は
「
客
観
的
精
神
」
の
位
置
や
構
成
、
内
容
を
概
観
し
て
お
く
。
ま
ず
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
』
に
お
け
る
論
理
学
と
精
神
哲
学
の
構
成
を

対
比
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

論
理
学
（
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
第
一
部
）
の
第
三
篇
「
概
念
」「
Ｃ
　
理
念
」
は

「
ａ
生
命
」「
ｂ
認
識
」「
ｃ
絶
対
的
理
念
」
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
「
ｂ
認
識
」
は
「
認
識
（
そ
の
も
の
）」
と
「
意
志
」
と
に
分
か
れ
る
。
認
識
は
真

理
を
求
め
る
衝
動
、
す
な
わ
ち
「
理
論
的
活
動
」
で
あ
る
。
意
志
は
「
善
を
完
成
し

よ
う
と
す
る
衝
動
、
す
な
わ
ち
理
念
の
実
践
的
活
動
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
ｃ
絶

対
的
理
念
」
は
理
論
的
理
念
と
実
践
的
理
念
と
の
統
一
で
あ
る
。
た
だ
、
論
理
学
に

お
い
て
は
、
意
志
の
理
念
、
あ
る
い
は
意
志
に
も
と
づ
く
活
動
、
そ
れ
が
目
的
と
す

る
善
の
理
念
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
精
神
哲
学
（
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
第
三
部
）
の
構
成
を
み
て
お
く
。

「
Ⅰ
主
観
的
精
神
」
に
お
け
る
「
Ｂ
　
意
識
」
で
は
、「
ａ
意
識
そ
の
も
の
」
と

し
て
感
性
的
意
識
、
知
覚
作
用
、
悟
性
、「
ｂ
自
己
意
識
」
と
し
て
欲
望
、
他
人
を

相
互
に
承
認
す
る
自
己
意
識
、
一
般
的
自
己
意
識
、
そ
し
て
「
ｃ
理
性
」
が
扱
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
つ
ぎ
の
「
Ｃ
　
精
神
」
は
「
ａ
理
論
的
精
神
」
と
「
ｂ
実
践
的
精
神
」、

そ
し
て
「
ｃ
自
由
な
精
神
」
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
ａ
理
論
的
精
神
」
で

は
直
観
、
表
象
そ
し
て
思
考
、「
ｂ
実
践
的
精
神
」
で
は
感
情
、
衝
動
と
恣
意
、
幸

福
が
扱
わ
れ
る
。「
Ⅰ
主
観
的
精
神
」
は
「
ｃ
自
由
な
精
神
」
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

そ
し
て
、「
Ⅱ
客
観
的
精
神
」
に
移
行
す
る
。「
善
」
は
こ
の
「
Ⅱ
客
観
的
精
神
」
の

「
Ｂ
　
道
徳
性
」
の
最
後
に
位
置
す
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
論
理
学
で
扱
わ
れ
る
「
認
識
（
そ
の
も
の
）」
は
精
神
哲
学
の

「
理
論
的
精
神
」
と
重
な
り
、
論
理
学
で
は
ほ
と
ん
ど
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
「
意
志

の
理
念
」
は
精
神
哲
学
の
広
く
「
実
践
的
精
神
」
と
し
て
、
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
か
ら
主
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
『
法
の
哲
学
』（
一
八
二
〇

年
、
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
の
「
Ⅱ
客
観
的
精
神
」
は
そ
の
要
約
で
あ
る
）
の
対
象
は
、

い
わ
ば
「
理
性
的
自
由
（
あ
る
い
は
自
由
な
理
性
と
い
う
精
神
）」
の
所
産
で
あ
る
。
そ

こ
で
、「
法
の
哲
学
」
あ
る
い
は
「
客
観
的
精
神
」
の
内
容
に
立
ち
入
る
前
に
、「
主

観
的
精
神
」
の
到
達
点
と
も
い
え
る
「
理
性
的
自
由
（
あ
る
い
は
自
由
な
理
性
）」
と

い
う
精
神
の
内
容
を
簡
単
に
み
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

精
神
は
さ
し
あ
た
っ
て
意
識
に
お
い
て
現
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
、
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自
分
を
自
分
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
は
自
我
で
あ
る
。
自
我
と

し
て
の
意
識
は
直
接
に
は
欲
望
と
し
て
現
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
客
観
は
意
識
（
欲

望
）
の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
。
意
識
は
そ
の
対
象
を
自
分
の
も
の
と
し
て
取
り
込

み
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
維
持
す
る
（
満
足
）。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た

自
由
な
自
己
を
他
人
に
認
め
さ
せ
、
同
時
に
他
人
を
自
己
と
の
同
一
性
に
お
い
て
と

ら
え
る
こ
と
は
「
闘
争
の
過
程
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
闘
争
は
相
互
承
認

の
た
め
の
闘
争
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
ま
ず
は
「
真
の
自
由
」（
四
三
一
節
補
遺
）

が
現
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
ま
だ
「
人
間
が
個
々
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
自
然

状
態
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
」（
四
三
二
節
補
遺
）
で
あ
っ
て
、
市
民
社
会
や
国
家
か

ら
は
ほ
ど
遠
い
。
し
か
し
、「
承
認
の
た
め
の
闘
争
は
人
間
的
精
神
の
発
達
に
お
け

る
一
つ
の
必
然
的
な
契
機
を
形
成
し
て
い
る
」（
同
）
の
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
生
命
は
自
由
と
同
様
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し

た
相
互
承
認
の
た
め
の
闘
争
に
お
い
て
、
生
命
の
方
を
守
る
た
め
に
自
由
の
方
を
放

棄
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
不
平
等
を
と
も
な
う
支
配
と
服
従
、
主
人
と

奴
隷
の
関
係
が
生
じ
るr

。

相
互
承
認
の
た
め
の
闘
争
と
い
う
否
定
的
な
契
機
を
超
え
る
と
、
自
由
な
他
者
の

な
か
で
自
分
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
普
遍
的
自
己
意
識
で
あ
り
、
自

由
な
自
己
意
識
で
あ
る
。
二
つ
の
自
分
は
そ
れ
ぞ
れ
自
由
な
、
独
立
し
た
個
体
性
で

あ
る
。
普
遍
的
自
己
意
識
と
個
別
的
意
識
と
の
統
一
と
し
て
「
理
性
」
の
概
念
が
あ

る
。「
理
性
」
は
真
実
を
知
る
自
由
な
精
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
由
な
、
そ
し
て

無
限
の
創
造
的
活
動
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
理
論
的
精
神
と
し
て
の
自
由
な
知
性
（die

In
telligen

z

）
の
働
き
、

こ
れ
が
認
識
活
動
（
あ
る
い
は
作
用
）
で
あ
る
。
認
識
活
動
は
直
観
、
表
象
、
そ
し

て
思
考
へ
と
展
開
す
る
。
直
観
は
た
ん
な
る
感
性
的
な
意
識
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
知

的
直
観
で
あ
り
、
諸
規
定
を
一
つ
の
全
体
に
統
合
し
て
対
象
（
あ
る
い
は
事
象
）
の

実
体
を
と
ら
え
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
認
識
の
出
発
点
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
対
象
の
内

部
を
展
開
で
き
な
い
。
つ
ぎ
の
表
象
は
、
直
観
が
見
い
だ
し
た
素
材
か
ら
始
ま
り
、

内
化
さ
れ
た
対
象
を
想
起
す
る
何
ら
か
の
像
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
像
を
一
つ
に
ま
と

め
あ
げ
再
生
産
す
る
構
想
力
（
そ
こ
か
ら
記
号
と
言
語
が
出
て
く
る
）、
さ
ら
に
記
憶
と

い
う
三
段
階
を
経
る
。
そ
し
て
、
思
考
は
概
念
的
に
把
握
す
る
認
識
活
動
で
あ
る
。

思
考
は
表
象
を
類
や
法
則
（
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
加
工
す
る
悟
性
、
個
別
と
普
遍
の

関
連
に
も
と
づ
く
判
断
、
普
遍
か
ら
特
殊
を
媒
介
し
て
個
別
へ
と
総
括
す
る
推
理
へ

と
展
開
す
る
。
そ
の
結
果
（
産
物
）
が
思
想
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
知
性
は
理
性

的
認
識
へ
と
至
る
。
そ
し
て
、
思
考
は
意
志
の
実
体
に
な
る
。

実
践
的
精
神
は
自
由
な
意
志
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
意
志
は
思
考
す
る
意

志
と
し
て
、
な
お
主
観
的
精
神
の
領
域
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
自
分
自

身
の
内
部
の
主
観
的
な
規
定
で
あ
る
目
的
や
関
心
か
ら
出
発
す
る
。
意
志
の
最
初
の

展
開
は
個
別
的
意
志
の
さ
ま
ざ
ま
な
実
践
的
感
情
で
あ
る
。
第
二
は
、
意
志
の
内
面

的
規
定
（
情
熱
や
傾
向
性
）
と
客
観
性
と
の
一
致
（
満
足
）
を
求
め
る
衝
動
（
活
動
）

で
あ
る
。
第
三
は
、
も
ろ
も
ろ
の
衝
動
の
あ
い
だ
で
恣
意
的
な
選
択
を
行
な
い
、
幸

福
と
い
う
一
つ
の
普
遍
的
な
も
の
に
従
属
（
満
足
）
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
、
ど
こ
に
幸
福
を
求
め
る
か
を
決
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
主
観
的

な
感
情
と
好
み
（
意
向
）
で
あ
る
が
、
意
志
は
こ
こ
に
お
い
て
現
実
的
に
自
由
な
意

志
に
な
る
。

現
実
的
に
自
由
な
意
志
と
な
っ
た
精
神
は
理
論
的
精
神
と
実
践
的
精
神
と
の
統
一

で
あ
り
、
自
分
の
概
念
を
知
っ
て
い
る
自
由
な
知
性
と
し
て
の
意
志
、
あ
る
い
は
理

性
的
な
意
志
と
な
る
。（
四
八
一
節
）
そ
し
て
、
こ
の
自
由
な
意
志
が
次
の
客
観
的
精

神
の
世
界
を
生
み
出
す
と
さ
れ
るt

。

以
上
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
客
観
的
精
神
の
世
界
は
、
彼
の
哲
学
体
系
に

お
け
る
理
念
―
精
神
―
理
性
―
自
由
―
意
志
―
活
動
と
い
う
序
列
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
哲
学
体
系
で
あ
る
「
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ

ィ
ー
」
第
一
部
論
理
学
の
最
後
に
到
達
し
た
絶
対
的
理
念
は
、
理
論
的
理
念
で
あ
る
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真
の
理
念
と
、
実
践
的
理
念
で
あ
る
善
の
理
念
と
の
統
一
で
あ
っ
た
。
こ
の
絶
対
的

理
念
は
、
精
神
の
世
界
に
お
け
る
絶
対
的
精
神
に
い
た
る
過
程
で
、
主
観
的
精
神
と

客
観
的
精
神
と
に
分
か
れ
る
。
理
性
は
、
前
者
の
主
観
的
精
神
に
お
け
る
「
Ｂ
　
意

識
」
の
最
高
の
形
態
で
あ
る
。
ま
た
、「
Ｃ
　
精
神
」
に
お
け
る
理
論
的
精
神
に
お

い
て
は
、
思
考
の
概
念
的
把
握
が
理
性
的
認
識
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
理
性
的
思
考
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
実
践
的
精
神
は
自
由
な
精
神
と
し

て
の
意
志
と
な
る
。
こ
の
理
性
的
な
意
志
が
客
観
的
精
神
と
い
う
存
在
に
お
い
て
理

念
を
現
実
化
す
る
。
こ
れ
が
活
動
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
体
系
は
、
理
念
―
精
神
―
理
性
―
自
由
―
意
志
―
活
動
と
い
う

系
列
に
お
い
て
各
項
が
互
い
に
連
結
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
系

列
に
お
い
て
は
、
ど
の
項
目
も
、
他
の
も
の
を
欠
い
て
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
取
り
出

せ
ば
真
の
も
の
に
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、「
理
性
な
き
精
神
」「
自
由
な
き
理
性
」

「
意
志
な
き
自
由
」
な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
真
の
精
神
、
理
性
、
自
由
な
ど
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
精
神
が
つ
く
り
だ
す
客
観
的
世
界
を
考
察
す
る
と
き
、
そ
れ
は
何
よ
り
も

「
理
性
的
自
由
」
の
所
産
、
あ
る
い
は
自
由
な
意
志
を
も
つ
活
動
の
産
物
で
あ
る
。

客
観
的
精
神
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
に
十
分
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）「
法
の
哲
学
」
の
概
要

以
上
の
要
約
に
も
と
づ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
哲
学
の
特
徴
を
一
言
で
表
せ
ば

「
理
性
的
自
由
の
哲
学
」
と
よ
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
先
に
と
り
あ
げ
た
第
二
篇

「
客
観
的
精
神
」
は
こ
れ
よ
り
先
、
一
八
二
一
年
に
出
版
さ
れ
た
『
法
の
哲
学
』
の

要
約
版
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か
ら
は
も
っ
ぱ
ら
『
法
の
哲
学
』
を
と
り
あ
げ
る
こ
と

に
す
る
。（
以
下
の
引
用
は
基
本
的
に
『
法
の
哲
学
』
の
節
番
号
に
よ
る
。『
法
の
哲
学
（
あ

る
い
は
自
然
法
と
国
家
学
の
要
綱
）』
を
出
版
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
前
後
に
七
回
講
義
を

行
な
っ
て
い
るy

。

１
　
概
念
的
把
握
と
理
性
的
自
由
に
も
と
づ
く
意
志
的
活
動
の
展
開

『
法
の
哲
学
』
は
、
法
の
理
念
、
法
の
概
念
と
そ
の
実
現
形
態
を
明
ら
か
に
す
る
、

哲
学
の
一
部
で
あ
る
。

先
に
「
思
考
」
の
と
こ
ろ
で
み
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
普
遍
か
ら
特
殊
を
媒

介
し
て
個
別
性
に
い
た
る
推
理
の
過
程
す
な
わ
ち
推
論
を
理
性
的
認
識
と
考
え
る
。

こ
れ
は
概
念
的
把
握
に
お
け
る
普
遍
―
特
殊
―
個
別
の
弁
証
法
で
あ
り
、
客
観
的
世

界
す
な
わ
ち
「
法
哲
学
」
の
対
象
と
な
る
世
界
の
把
握
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
れ
るu

。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
法
哲
学
」
の
対
象
世
界
の
概
念
的
把
握
は
、
同
時
に
「
理

性
的
自
由
」（
三
〇
一
節
）
に
も
と
づ
く
意
志
的
活
動
と
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
ヘ

ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
大
き
な
特
徴
で
あ
るi

。

し
た
が
っ
て
、
法
の
理
念
で
あ
る
自
由
な
意
志
も
、
個
別
的
な
意
志
、
特
殊
的
意

志
、
普
遍
的
意
志
と
い
う
推
論
で
構
成
さ
れ
るo

。

最
初
の
個
別
的
な
意
志
は
、
直
接
的
で
外
面
的
な
「
人
格
（
性
）」
で
あ
る
。「
法

哲
学
」
第
一
部
「
抽
象
的
な
法
（
な
い
し
権
利
）」
の
領
域
で
扱
わ
れ
る
主
体
が
こ
の

人
格
で
あ
る
。
特
殊
的
な
意
志
は
自
己
反
省
し
た
意
志
と
さ
れ
、
内
的
な
も
の
と
し

て
の
「
善
」
と
、
外
的
な
も
の
と
し
て
の
現
存
世
界
と
に
分
か
れ
る
。
二
つ
が
相
互

に
媒
介
し
な
が
ら
分
裂
し
て
い
る
な
か
に
あ
る
主
体
的
な
意
志
、
こ
れ
が
第
二
部

「
道
徳
性
」
の
領
域
で
扱
わ
れ
る
「
主
観
（
な
い
し
主
体
）」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
主
体
的
な
意
志
と
現
実
性
と
が
統
一
さ
れ
た
普
遍
的
意
志
が
「
倫
理
的
実
体
」
と

し
て
の
世
界
に
な
る
。
こ
れ
が
「
法
哲
学
」
第
三
部
「
人
倫
」
の
領
域
で
あ
る
。

２
　
家
族
―
市
民
社
会
―
国
家

「
法
哲
学
」
第
三
部
「
人
倫
」
は
家
族
―
市
民
社
会
―
国
家
と
い
う
三
章
か
ら
構

成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
倫
を
構
成
す
る
三
契
機
の
関
係
を
と
り
あ
げ
た
う
え
で
、

ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
批
判
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
。
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ま
ず
、
人
倫
（
も
し
く
は
倫
理
、
以
下
、
と
く
に
使
い
分
け
は
し
な
い
）
は
、
た
ん
な

る
道
徳
で
は
な
く
、
実
体
と
な
っ
た
倫
理
で
あ
り
、
主
体
的
意
志
と
客
観
的
法
則
が

一
体
化
し
た
世
界
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
の
「
善
」
も
こ
こ
で
は
た
ん
に
内
的
な

も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
生
き
て
い
る
善
、
自
己
意
識
の
行
動
を
と
お
し
て
現
実
性
を

も
つ
。「
そ
の
内
容
は
、
即
自
か
つ
対
自
的
に
存
在
す
る
掟
と
機
構
で
あ
る
」（
一
四

四
節
）。
こ
の
掟
が
法
律
で
あ
り
、
機
構
が
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
な
の
で
あ
る
。

人
倫
が
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
個
人
は
実
体
に
対
し
て
偶
有
性
と
し
て

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
偶
有
な
き
実
体
は
な
い
か
ら
、
偶
有
で
あ
る
諸
個

人
は
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
実
体
は
諸
個
人
に
対
し
て
、
た
と

え
ば
永
遠
の
正
義
と
か
神
々
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
ひ
と
り
持
続
的
な
威
力
や
権
力
、

人
び
と
を
拘
束
す
る
義
務
と
し
て
存
在
す
る
。
む
し
ろ
、
自
由
で
あ
る
べ
き
諸
個
人

の
権
利
は
倫
理
的
な
現
実
世
界
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
え
ら
れ
る
。
諸
個

人
は
こ
の
義
務
に
お
い
て
解
放
さ
れ
る
と
い
う
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
方
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
を
倫
理
的
実
体
と
い
い
、
こ
れ
を
「
倫

理
的
共
同
体
（das

sittlich
e

G
em

ein
w

esen

、an
eth

ical
com

m
u

n
ity

）」（
一
五
〇

節
）
と
も
よ
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
い
う
共
同
体
は
普
遍
的
本
質
あ
る
い
は
概
念
的
な

も
の
で
あ
り
、
現
実
具
体
的
に
存
在
し
た
歴
史
上
の
共
同
体
の
こ
と
で
は
な
い
。

倫
理
的
実
体
と
し
て
の
家
族
は
、
な
お
自
然
的
性
質
に
と
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

自
分
と
他
者
と
の
一
体
性
の
意
識
あ
る
い
は
感
情
で
あ
る
「
愛
」
を
概
念
規
定
と
す

る
精
神
で
あ
る
。
家
族
は
婚
姻
、
資
産
所
有
、
そ
し
て
子
供
の
教
育
を
つ
う
じ
て
形

成
さ
れ
、
両
親
の
死
と
と
も
に
解
体
す
る
近
代
家
族
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
独
立
し
た
、
具
体
的
人
格
と
し
て
互
い
に
振
舞
う
世
界
が
ヘ

ー
ゲ
ル
の
い
う
市
民
社
会
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
市
民
社
会
は
、『
法
の
哲

学
』
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
展
開
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う

な
い
く
つ
か
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。

（
１
）
市
民
社
会
は
倫
理
的
な
も
の
（
実
体
）
の
現
象
世
界
で
あ
る
。

（
２
）
市
民
社
会
は
家
族
に
お
け
る
と
き
の
よ
う
な
一
体
性
が
失
わ
れ
た
社
会
（die

G
esellsch

aft

）
で
あ
る
。
家
族
が
個
別
性
に
お
い
て
一
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
各
自

が
特
殊
性
と
し
て
そ
の
特
殊
な
諸
欲
求
を
実
現
し
よ
う
と
振
舞
う
の
が
市
民
社
会
で

あ
る
。

（
３
）
普
遍
性
が
こ
う
し
た
特
殊
性
を
媒
介
し
て
現
わ
れ
、
貫
徹
す
る
市
民
社
会
。

い
い
か
え
れ
ば
、
各
人
が
他
人
を
つ
う
じ
て
、
そ
し
て
ま
た
普
遍
性
と
い
う
形
式

（
法
則
や
法
＝
権
利
）
を
媒
介
と
し
て
の
み
、
自
分
を
貫
徹
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
普

遍
と
特
殊
は
分
裂
し
て
い
る
の
で
、
普
遍
は
「
必
然
性
」
と
し
て
存
在
す
る
の
が
市

民
社
会
で
あ
る
。（
一
八
六
節
）

（
４
）
分
散
し
た
家
族
の
集
合
（die

V
ersam

m
lu

n
g

）
の
具
体
的
な
仕
方
は
、
相
互

に
「
つ
な
が
り
あ
っ
た
諸
欲
求
と
そ
れ
ら
の
欲
求
の
満
足
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
結

ば
れ
た
、
自
発
的
結
合
体
（freiw

illige
V

erein
igu

n
g,

a
volu

n
tary

u
n

ion

）」（
一

八
一
節
）
で
あ
る
。
こ
の
面
で
、
市
民
社
会
に
お
け
る
人
び
と
の
集
合
は
「
威
圧
的

な
権
力
に
よ
る
も
の
」
で
は
な
い
（
同
）。

（
５
）
諸
個
人
は
市
民
と
し
て
自
分
の
利
益
を
目
的
と
す
る
私
人
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
人
た
ち
は
、
知
（
悟
性
）
と
意
志
の
は
た
ら
き
に
よ
り
こ
の
社
会
の
必
然
性
を
洞

察
す
る
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
み
ず
か
ら
を
陶
冶
す
る
。（
一
八
七
節
）

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
市
民
社
会
は
大
体
、
こ
の
五
つ
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
市
民
社
会
は
三
つ
の
契
機
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
第
一
の
契

機
は
、
個
々
人
が
互
い
に
労
働
に
よ
り
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
「
欲
求
の
体
系
」
で
あ

る
。
第
二
の
契
機
は
、
こ
の
欲
求
の
体
系
に
含
ま
れ
る
人
格
、
生
命
、（
私
的
）
所

有
を
保
護
す
る
司
法
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
契
機
は
欲
求
の
体
系
に
残
る

偶
然
性
を
顧
慮
し
て
、
行
政
（die

P
olizei

）
と
職
業
団
体
（K

orporation

）
に
よ
っ

て
市
民
社
会
に
お
け
る
特
殊
利
益
を
共
同
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
論
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
第
一
の
契
機
で
あ
る
欲
求
の
体

系
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
欲
求
の
体
系
に
お
け
る
諸
個
人
は
、
相
互
に
承
認
し
あ
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う
、
形
式
的
に
平
等
な
諸
個
人
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
資
産
と
技
能
に
お
け
る
実

質
的
不
平
等
を
含
む
。
こ
れ
が
身
分
（dìe

S
tän

de,
E

states

）
で
あ
る!0

。こ
の
身
分

は
世
襲
制
で
は
な
く
、
だ
れ
が
ど
の
身
分
に
属
す
か
は
気
質
や
境
遇
、
恣
意
に
よ
っ

て
決
ま
る
と
さ
れ
る
が
、
土
地
に
密
着
し
た
貴
族
と
農
民
、
商
工
業
者
、
官
吏
と
軍

人
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
市
民
社
会
に
は
第
二
、
第
三
の
契
機
す
な
わ
ち
司
法

活
動
と
行
政
、
職
業
団
体
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

第
二
、
第
三
の
契
機
は
、
い
わ
ば
市
民
社
会
の
内
部
に
お
け
る
道
徳
性
と
国
家
の
契

機
で
あ
る
。
特
に
行
政
は
、
私
益
の
衝
突
の
上
か
ら
の
調
整
、
共
通
の
利
益
を
達
成

す
る
た
め
の
各
種
の
公
的
事
業
、
世
界
商
業
と
植
民
（
殖
民
）
な
ど
を
つ
う
じ
て
、

市
民
社
会
の
も
つ
巨
大
な
威
力
を
制
御
す
る
力
で
あ
る
。
ま
た
、
職
業
団
体
は
そ
れ

ぞ
れ
の
労
働
に
お
け
る
特
殊
性
や
技
能
に
応
じ
て
市
民
社
会
の
成
員
を
組
織
し
て
、

全
体
社
会
の
一
分
肢
を
構
成
し
、
利
己
的
な
も
の
と
共
同
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も

の
と
を
媒
介
す
る
、
い
わ
ば
「
第
二
の
家
族
の
役
を
引
き
受
け
る
も
の
」（
二
五
二
節
）

で
あ
る
。

（
４
）
近
代
市
民
社
会
の
批
判

ヘ
ー
ゲ
ル
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
社
会
は
、
当
時
と
し
て
は
先
進
的
な
近
代
市
民

社
会
で
あ
る
。

市
民
社
会
は
、
諸
個
人
の
自
由
で
は
あ
る
が
恣
意
的
な
欲
求
と
利
己
的
で
特
殊
な

利
益
に
も
と
づ
く
行
為
を
も
と
に
、
彼
ら
の
相
互
依
存
の
う
え
に
成
り
立
つ
社
会

（
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
び
と
の
共
同
性
や
一
体
性
は
潜
在
的

な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
直
接
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
社

会
的
な
も
の
は
た
だ
形
式
的
な
法
則
や
制
度
に
お
い
て
、
無
意
識
の
う
ち
に
あ
る
と

こ
ろ
の
必
然
性
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
本
来
は
普
遍
的
資
産
に
関
わ
る
は
ず
の

個
々
人
の
生
計
や
福
祉
も
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

市
民
社
会
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
存
立
し
え
ず
、
の
り
こ
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
市
民
社
会
批
判
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
市
民
社
会
は
た
ん
に
ば
ら
ば
ら
な
個
人
の
集
合
で
は
な
い
。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
、
ば
ら
ば
ら
な
諸
個
人
が
相
争
う
か
ら
、
あ
る
い
は
ル
ソ
ー
の

よ
う
に
、
個
別
的
意
志
の
共
通
性
と
し
て
普
遍
的
意
志
を
形
成
す
る
か
ら
、
国
家
が

市
民
社
会
の
上
に
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
意
志
を
国
家
原
理
と

し
た
こ
と
を
ル
ソ
ー
の
功
績
だ
と
評
価
し
な
が
ら
、
ル
ソ
ー
は
意
志
を
個
別
的
意
志

と
い
う
形
式
だ
け
で
と
ら
え
、
普
遍
的
意
志
を
個
別
的
意
志
か
ら
く
る
「
共
同
の
も

の
（
あ
る
い
は
共
通
の
も
のdas

G
em

ein
sch

aftlich
e

）」（
二
五
八
節
）
と
し
て
と
ら
え

た
に
す
ぎ
な
い
、
と
批
判
す
る
。
諸
個
人
の
互
い
に
孤
立
し
分
裂
し
た
状
態
を
克
服

し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
「
普
遍
的
な
も
の
」
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
実
現
す
る
も

の
が
市
民
社
会
の
内
部
に
お
か
れ
る
。
そ
れ
が
司
法
活
動
で
あ
り
、
行
政
活
動
に
よ

る
も
の
と
職
業
団
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会
論
を
第
一
の
契

機
で
あ
る
「
欲
求
の
体
系
」
に
お
い
て
だ
け
理
解
す
る
こ
と
は
、「
一
方
の
原
理
」

（
一
八
二
節
）
に
と
ら
わ
れ
た
理
解
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
市
民
社
会
そ

の
も
の
が
あ
る
種
の
結
び
つ
き
や
仲
間
集
団
、
諸
団
体
を
含
ん
だ
集
団
的
な
も
の
で

あ
り
、
複
合
的
も
し
く
は
重
層
的
な
構
造
を
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
市
民
社
会
の

内
部
で
、
人
び
と
は
陶
冶
＝
教
養
を
発
展
さ
せ
、
市
民
社
会
を
意
識
的
に
制
御
す
る

と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
市
民
社
会
の
発
展
に
お
い
て
倫
理
的
実
体

は
無
限
の
形
式
を
獲
得
す
る
。」
そ
こ
に
は
二
つ
の
契
機
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
は
無

限
の
区
別
、
も
う
一
つ
は
陶
冶
に
お
け
る
普
遍
性
の
形
式
、
あ
る
い
は
思
想
と
い
う

形
式
で
あ
る
。
こ
の
思
想
に
お
い
て
精
神
は
法
律
と
制
度
と
い
う
思
考
さ
れ
た
意
志

の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。（
二
五
六
節
）

し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
彼
の
考
え
る
「
普
遍
的
な
も
の
」
は
市
民
社
会
で
は
な

お
制
限
さ
れ
た
形
で
し
か
実
現
し
な
い
と
す
る
。「
倫
理
的
実
体
」
が
「
市
民
社
会

の
分
裂
を
通
じ
て
国
家
に
ま
で
展
開
す
る
」。
こ
の
展
開
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
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「
国
家
の
概
念
の
学
問
的
証
明
」
で
あ
る
。（
二
五
六
節
）

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
批
判
は
、
市
民
社
会
が
つ
く
り
だ
す
普
遍

性
と
い
う
肯
定
面
を
十
分
に
評
価
し
た
う
え
で
、
こ
の
普
遍
性
は
な
お
制
限
さ
れ
た

も
の
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
国
家
に
お
い
て
多
数
の
個
々
人
の
一
体
化
な
い
し
結
合
体

（die
V

erein
igu

n
g,U

n
ion

）
が
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
面
で
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
。
現
実
の
国
家
が
不
完
全
な
も
の
で
、

恣
意
と
偶
然
と
誤
謬
の
中
に
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
家
の

理
念
、
あ
る
い
は
理
念
に
ふ
さ
わ
し
い
真
の
国
家
を
考
え
た
。
補
遺
と
し
て
残
さ
れ

た
表
現
を
借
り
る
と
、「
近
代
国
家
の
本
質
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
、
特
殊
性
の
十

分
な
自
由
と
、
諸
個
人
の
幸
福
と
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
家
族
と
市
民
社
会
と
の
利
益
が
国
家
へ
総
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
普
遍
的
な
も
の
は
特
殊
的
な
も
の
の
十
分

な
働
き
な
し
に
は
実
現
で
き
な
い
か
ら
、
主
体
性
も
完
全
に
か
つ
活
発
に
展
開
さ
せ

ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
二
六
〇
節
補
遺
）、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
市
民
社
会
は
い
わ
ば
国
家
に
吸
収
さ
れ
、
国
家

は
国
家
社
会
と
し
て
み
ず
か
ら
を
総
括
す
る!1

。

そ
れ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
近
代
市
民
社
会
批
判
は
な
ぜ
不
十
分
に
終
わ
っ
た

の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
マ
ル
ク
ス
の
も
っ
と
も
初
期
に
属
す
る
ノ

ー
ト
の
内
容
に
聞
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
の
草
稿
で
は
ま
だ

汲
み
つ
く
せ
な
か
っ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会
論
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
こ
と
も
ま
た

問
題
に
し
た
い
。

三

ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ

（
１
）「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
ノ
ー
ト
（
一
八
四
三
年
夏
）

ヘ
ー
ゲ
ル
が
一
八
三
一
年
に
急
逝
し
た
後
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
（
学
徒
）
は
分
裂
し

た
。
一
八
三
○
年
代
、
ド
イ
ツ
で
は
な
お
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
批
判
が
最
大
の
問

題
で
あ
っ
た
が
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
一
八
〇
八
〜
一
八
七
四
）
が
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』

（
一
八
三
五
〜
一
八
三
六
）
で
人
類
を
主
語
に
す
え
、
ブ
ル
ー
ノ
・
バ
ウ
ア
ー
（
一
八
〇

九
〜
一
八
八
二
）
と
エ
ド
ガ
ー
・
バ
ウ
ア
ー
（
一
八
二
〇
〜
一
八
八
六
）
兄
弟
が
「
批

判
的
批
判
」
の
名
に
よ
る
聖
書
批
判
を
展
開
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
八
〇
四

〜
一
八
七
二
）
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（
一
八
四
一
年
、
と
く
に
第
一
章
人
間
の
本

質
）
や
『
将
来
の
哲
学
の
根
本
命
題
他
』（
一
八
三
九
〜
四
三
）
に
お
い
て
、
神
は
人

間
の
「
自
己
意
識
」
で
あ
り
、
人
間
の
「
類
的
本
質
」
に
つ
い
て
の
知
で
あ
る
と
し

て
、
人
間
学
主
義
を
唱
え
、
人
間
（
そ
の
本
質
は
愛
）
│
理
性
（
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
）
│

神
（
宗
教
）
と
い
う
序
列
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
人
間
は

自
分
の
本
質
を
「
疎
外
」
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
（K

arl
M

arx,

一
八
一
八
〜
一
八
八
三
）
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判

が
こ
の
よ
う
な
経
過
と
理
論
的
蓄
積
の
う
え
で
な
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
の
意
図
に
は
二
面
性
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
シ
ア
）

の
現
状
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
そ
の
現
状
が
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
反
映
さ
れ
て
い

る
と
み
た
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
近
代
社
会
の
国
家
と
法
の
あ
り
方
に
関
す
る

最
先
端
の
理
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
の
批
判
は
こ
の
あ

り
方
を
批
判
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
が
二
五
歳
の
夏
、
最
初
に
と
り
か
か
っ
た
本
格
的
な
仕
事
が
「
ヘ
ー
ゲ

ル
国
法
論
批
判
」
で
あ
る
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
ノ
ー
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
哲
学
」

第
三
部
人
倫
（
倫
理
）
第
三
章
国
家
の
「
Ａ
国
内
公
法
　
Ⅰ
そ
れ
自
体
と
し
て
の
国

内
体
制
」
に
入
る
前
か
ら
「
a
君
主
権
」
を
経
て
「
ｃ
立
法
権
」
の
途
中
ま
で
を
抜

書
き
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
批
判
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
族
、
市

民
社
会
に
つ
い
て
の
評
注
は
な
い
。
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
市
民
社
会
批
判
は
こ
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の
段
階
で
は
未
完
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
す
る
批
判
の
た
め
の
ノ
ー
ト
に
よ

る
こ
と
に
も
限
界
が
あ
る
。
本
項
で
は
、
こ
の
ノ
ー
ト
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き

る
マ
ル
ク
ス
の
市
民
社
会
批
判
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
展
開
の
礎
石
と
し

た
い
。

マ
ル
ク
ス
は
は
じ
め
に
、「（
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
）
家
族
と
市
民
社
会
は
、
暗
い
、

生
の
下
地
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
国
家
の
火
が
灯
り
出
る
」、
と
記
し
て
い

る
。
家
族
と
市
民
社
会
は
国
家
の
部
分
を
な
し
、
国
家
の
材
料
を
勝
手
に
割
り
当
て

ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
神
論
的
神

秘
主
義
が
歴
然
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
念
が
主
体
で
、
現
実
は
そ
の

中
の
働
き
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
主
語
と
述
語
が
ア
ベ
コ
ベ
で
あ
る
。
現
実
的
な
主

体
は
市
民
社
会
、
家
族
、
個
人
的
自
由
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
ら
は
理
念
の
契
機
と
さ

れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
法
哲
学
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
一
般
の
全
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
事
柄
（
事
象
）
の
論
理
で
は
な
く
、
論
理
の
事
柄
あ
る
い

は
論
理
の
証
明
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
法
哲
学
は
論
理
学
の
た
ん
な
る
添
え
物
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
ク
ス
は
、
最
初
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ
れ
自
体
に

対
す
る
基
本
的
な
批
判
を
表
明
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
を
有
機
体
で
あ
る
、
あ
る
い
は
有
機
的
な
政
治
的
体
制
で
あ

る
と
と
ら
え
、
そ
の
諸
側
面
は
そ
の
本
性
か
ら
必
然
的
に
連
関
す
る
も
の
と
み
る
が
、

こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
（
同
義
反
復
）
で
あ
る
。
国
家
の
さ
ま
ざ
ま
な

区
分
は
経
験
的
現
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
定
の
理
念
（
＝
概
念
）
か
ら
展
開
す
る

こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
念
あ
る
い
は
有
機
体
一
般
と
い
う
抽
象

的
概
念
か
ら
一
歩
も
出
な
い
。
こ
れ
は
ま
や
か
し
で
あ
る
。

君
主
権
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
君
主
権
を
主
体
と
し
、
あ
た
か
も
君
主
が
こ
の

君
主
権
の
主
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
、
個
人

的
な
意
思
が
君
主
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
結
局
、
恣
意

的
な
意
志
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
権
は
恣
意
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
目
的
は
、
世
襲
君
主
を
哲
学
上
の
純
粋
理
念
か
ら
で
っ
ち
あ
げ

る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
国
家
主
権
と
い
う
意
志
を
君
主
の
身
体
に
求
め
、
理
性
的

意
志
の
有
機
的
組
織
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
の
急
所
で

あ
る
。
王
位
の
継
承
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
国
家
体
制
と
い
う
客
観
的
な
制
度

に
そ
の
保
証
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
結
局
、
自
分
か
ら
君
主
権
の
自
然
的
契
機
を

否
定
し
、
そ
れ
が
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
に
等
し
い
。
立
憲
君
主
制

の
体
制
は
無
責
任
性
で
あ
る
。
し
か
も
、
世
襲
制
は
君
主
の
身
体
の
最
高
の
機
能
で

あ
る
性
行
為
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

つ
ぎ
に
民
主
制
に
つ
い
て
。
民
主
制
は
君
主
制
の
真
理
で
あ
る
が
、
君
主
制
は
民

主
制
の
真
理
で
は
な
い
。
民
主
制
の
う
ち
で
の
君
主
制
的
契
機
は
ど
ん
な
矛
盾
で
も
、

撞
着
で
も
な
い
。

そ
も
そ
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
人
間
の
本
質
を
現
実
的
、
人
間
的
現
存
在
に
お
い
て
働

か
せ
よ
う
と
し
な
い
。

統
治
権
に
つ
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
た
だ
、
統
治
権
、
司
法
権
と
行
政
権
と
を
調
和

的
な
も
の
に
す
る
だ
け
で
あ
る
。
通
常
は
、
行
政
権
と
司
法
権
と
は
対
立
物
と
し
て

扱
わ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
統
治
権
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
内
容
は
、
そ
の
ま
ま
プ
ロ

イ
セ
ン
（
プ
ロ
シ
ア
）
の
国
法
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
行
政
を
官
僚
制
と
し
て
展
開
す
る
。
そ
し
て
、
官
僚
制
の
前
提
と
し

て
団
体
自
治
が
置
か
れ
て
い
る
。
団
体
は
市
民
社
会
の
中
の
官
僚
制
（
国
家
）
で
あ

り
、
官
僚
制
は
国
家
の
中
の
団
体
（
市
民
社
会
）
で
あ
る
。
官
僚
制
は
実
践
的
幻
想

の
組
織
で
あ
る
。
官
僚
精
神
は
神
学
的
精
神
、
官
僚
組
織
は
僧
侶
共
同
体
で
あ
る
。

官
僚
制
は
、
形
式
的
目
的
と
実
際
的
目
的
と
の
間
の
衝
突
に
陥
る
。
誰
も
そ
こ
か
ら

抜
け
出
せ
な
い
よ
う
な
環
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
位
階
制
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）

の
な
か
で
、
上
部
は
下
部
に
細
事
を
期
待
し
、
下
部
は
上
部
に
普
遍
へ
の
洞
察
を
期

待
し
、
そ
う
し
て
お
互
い
を
だ
ま
し
あ
う
の
だ
。
官
僚
制
は
国
家
を
私
物
化
し
、
外

部
に
対
し
て
は
閉
鎖
的
な
秘
事
と
な
る
。
権
威
の
偶
像
化
は
官
僚
制
の
意
向
で
あ
る
。
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官
僚
制
内
部
で
は
、
ひ
ど
い
物
質
主
義
、
受
動
的
服
従
、
権
威
信
仰
、
固
定
し
た
形

式
的
や
り
方
、
原
則
、
見
方
、
仕
来
り
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
官
僚
の
生
活
は
立
身
出
世
の
手
段
で
あ
り
、
物
質
的
生
活
で
あ
る
。
一

方
で
は
物
質
主
義
、
他
方
で
は
精
神
主
義
が
あ
る
。

最
後
に
、
立
法
権
に
つ
い
て
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
立
法
権
に
つ
い
て
だ
け
は
憲
法
が
前

提
だ
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
い
る
が
、
立
法
権
は
普
遍
的
な
こ
と
を
組
織
す
る

権
力
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
（
体
制
）
を
越
え
た
広
が
り
を
も
つ
。
他
面
で
、
立
法
権

は
、
憲
法
に
か
な
っ
た
一
つ
の
権
力
で
あ
り
、
憲
法
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク

ス
に
言
わ
せ
れ
ば
、「
こ
こ
に
衝
突
が
あ
る
。」
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
憲
法
と
立
法
権
と
の

対
立
を
、
合
憲
的
な
働
き
と
実
際
の
働
き
と
の
二
律
背
反
に
お
き
か
え
て
、
矛
盾
を

は
っ
き
り
と
さ
せ
た
。
国
家
の
諸
権
力
の
有
機
的
統
一
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
が
、
ヘ

ー
ゲ
ル
は
こ
れ
ら
の
権
力
の
違
っ
た
原
理
を
展
開
し
な
い
で
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
衝

突
か
ら
想
像
上
の
有
機
的
統
一
へ
逃
げ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
現
実
的
主
体
の
自
由
は
形
式
的
な
自
由
に
す
ぎ
な
い
。

公
共
事
も
、
そ
れ
自
体
が
主
体
と
さ
れ
て
し
ま
う
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
二
面
性
、
あ
る
い
は
矛
盾
は
、
一
方
で
は
、
①
国
家
の
普
遍
事
を
市

民
社
会
の
特
殊
利
益
と
対
置
し
、
両
者
の
衝
突
を
描
き
出
し
た
。
②
市
民
社
会
を
私

的
身
分
と
し
て
政
治
的
国
家
に
対
置
す
る
。
③
立
法
権
の
議
会
的
要
素
を
市
民
社
会

の
た
ん
な
る
政
治
的
形
式
主
義
と
よ
び
、
市
民
社
会
の
国
家
へ
の
反
映
関
係
、
国
家

の
本
質
的
あ
り
方
を
変
え
な
い
反
映
関
係
と
し
て
言
い
表
す
。
他
方
で
、
市
民
的
生

活
と
政
治
的
生
活
と
の
分
離
を
望
ま
ず
、
反
映
関
係
を
忘
れ
て
市
民
的
身
分
を
そ
の

ま
ま
政
治
的
身
分
と
す
る
。
彼
は
結
局
、
国
家
の
内
部
で
、
市
民
社
会
の
身
分
と
議

会
的
要
素
と
の
統
一
が
実
現
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
身
分
制

議
会
は
古
い
世
界
観
を
新
し
い
世
界
観
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈
す
る
ま
や
か
し
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
と
が
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
彼
は
現
代
国
家
の
あ
り
方

を
あ
る
が
ま
ま
に
描
か
ず
に
、
現
に
あ
る
姿
を
国
家
と
い
う
も
の
の
本
質
的
あ
り
方

だ
と
称
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
理
性
的
現
実
と
非
理
性
的
現
実
と
の
矛
盾
が

あ
る
。

真
の
対
立
物
は
じ
つ
は
君
主
と
市
民
社
会
で
あ
る
の
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
民
を
ミ

ニ
チ
ュ
ア
に
し
て
し
ま
う
。「
真
の
現
実
的
な
両
極
」「
相
互
に
相
容
れ
な
い
本
質
の

現
実
的
対
立
」
は
君
主
制
国
家
と
市
民
社
会
に
あ
い
だ
に
あ
る
の
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

一
つ
の
本
質
の
上
で
の
区
別
（
抽
象
的
対
立
）
と
現
実
的
対
立
と
を
混
同
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
２
）
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
近
代
市
民
社
会
批
判

マ
ル
ク
ス
に
よ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
法
＝
国
家
哲
学
に
対
す
る
批
判
の
要
点
は
以
上
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
が
、
彼
の
批
判
的
コ
メ
ン
ト
は
「
二
院
制
」
に
つ
い
て
の
節
で
終

わ
っ
て
い
る
。
で
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
は
こ
の
批
判
の
中
で
、
み
ず
か
ら
の
近
代
市

民
社
会
あ
る
い
は
国
家
へ
の
批
判
を
ど
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
の
か
。

マ
ル
ク
ス
は
ま
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
合
理
的
な
こ
と
は
、
国
家
は
家
族
と
い

う
自
然
的
土
台
と
、
市
民
社
会
と
い
う
人
工
的
土
台
な
し
に
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
国
家
は
現
存
し
て
い
る
衆
人
か
ら
出
て
く
る
も
の

で
あ
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
反
対
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ル
ク
ス

は
明
ら
か
に
民
主
制
を
志
向
す
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
家
族
の
よ
う
な
一
つ
の
現
実
的

な
領
域
の
純
粋
な
観
念
性
は
、
た
だ
学
（
問
）
と
し
て
の
み
あ
り
う
る
と
述
べ
て
お

り
、
実
在
す
る
対
象
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
み
ず
か
ら
に
提
起
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
的
な
主
体
か
ら
出
発
し
て
、
こ
の
主
体
の
客
体
化
を
考

察
す
べ
き
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
に
お
い
て
は
国
民
だ
け
が
具
体
的
で
現
実
的
な
主
体

で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
主
権
か
、
君
主
の
主
権
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
国
務
や
権
力
は
誰
か
の
私
有
物
で
は
な
い
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
う
が
、
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
国
務
と
活
動
が
人
間
的
な
、
社
会
的
な
機
能
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
、
人
間
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の
社
会
的
性
質
の
活
動
様
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
、
と
マ
ル
ク
ス

は
い
う
。
民
主
制
に
お
い
て
国
民
は
国
民
の
体
制
を
も
つ
の
で
、
体
制
は
人
間
の
自

由
な
活
動
の
産
物
と
い
う
、
本
来
の
あ
り
方
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
国

家
体
制
の
本
質
は
「
社
会
化
さ
れ
た
人
間
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
特
殊
な
国
家

体
制
と
し
て
あ
る
あ
り
方
で
あ
る!2

。

そ
も
そ
も
、
政
治
的
国
家
と
い
う
こ
と
自
体
が
一
つ
の
抽
象
物
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
現
代
的
産
物
で
あ
る
。
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
な
ど
は
人
間
の
社
会
的
存
在

様
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
本
質
の
現
実
化
で
あ
り
、
客
体
化
で
あ
る
。
個
人
の

社
会
的
あ
り
方
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
意
志
の
本
質
の
諸
規

定
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

「
官
僚
制
の
廃
止
は
、
普
遍
的
利
益
が
現
実
的
に
、
す
な
わ
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う

に
た
ん
に
思
想
の
な
か
で
だ
け
で
な
く
、
特
殊
的
利
益
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
し

か
あ
り
え
な
い
。」

統
治
の
代
表
者
は
市
民
社
会
に
対
立
す
る
国
家
の
代
表
で
あ
る
。「
つ
ま
り
、
国

家
は
市
民
社
会
の
う
ち
に
で
は
な
く
外
に
在
る
。」
し
た
が
っ
て
、
正
し
い
問
い
方

は
、
国
民
は
自
分
た
ち
の
た
め
に
新
し
い
憲
法
を
つ
く
る
権
利
が
あ
る
か
と
い
う
問

題
で
、
マ
ル
ク
ス
は
無
条
件
に
こ
れ
を
肯
定
す
る
。

立
法
権
が
総
体
で
あ
る
以
上
は
、
む
し
ろ
君
主
権
と
統
治
権
は
立
法
権
の
契
機
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
当
は
、
公
共
事
は
現
実
的
主
体
が
彼
ら
の
事
柄
と
し
て
公

共
事
を
必
要
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
み
ず
か
ら
を
対
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
議
会
は

国
家
と
市
民
社
会
と
の
間
の
総
合
（
ジ
ン
テ
ー
ゼ
）
で
あ
る
。
議
会
の
う
ち
に
、
現

代
の
国
家
機
構
の
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が
凝
集
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
身
分
と
い
う
ま
と
ま
り
に
よ
っ
て
市
民
社
会
の
原
子
論
的
あ
り
方
を

批
判
す
る
が
、
国
民
が
政
治
的
に
は
平
等
で
、
市
民
社
会
の
生
活
上
で
不
平
等
で
あ

る
の
は
歴
史
の
う
え
で
一
つ
の
進
歩
で
あ
る
。
政
治
的
身
分
で
あ
る
公
民
と
、
市
民

と
の
分
離
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
完
了
し
た
。
個
人
の
自
由
な
意
志
を
原
理
と
す
る
私

的
領
域
で
あ
る
市
民
社
会
で
は
金
と
教
養
が
標
識
と
な
り
、
市
民
社
会
の
原
理
は
享

受
と
享
受
能
力
で
あ
る
。
今
日
の
市
民
社
会
は
個
人
主
義
の
原
理
の
徹
底
で
あ
る
。

個
人
的
存
在
が
究
極
の
目
的
で
あ
り
、
労
働
、
活
動
等
々
は
そ
の
手
段
で
あ
る
。

現
代
の
文
明
は
、
人
間
の
対
象
的
本
質
を
一
つ
の
た
ん
に
外
的
な
、
物
質
的
な
あ

り
方
と
し
て
彼
か
ら
分
離
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
市
民
社
会
の
章
」で
も
っ
と
詳

し
く
展
開
さ
れ
る
と
マ
ル
ク
ス
は
予
告
し
た
が
、
こ
の
章
は
結
局
書
か
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
そ
の
後
の
彼
の
経
済
学
研
究
に
つ
な
が
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「
今
日
の
国
家
体
制
の
真
に
哲
学
的
な
批
判
は
、
も
ろ
も
ろ
の
矛
盾
の
存
在
を
た

だ
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
矛
盾
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
の
生
成
、
そ

れ
ら
の
必
然
性
を
把
握
す
る
。
そ
れ
は
矛
盾
を
そ
の
独
自
の
意
義
に
お
い
て
つ
か
む
。

こ
の
概
念
把
握
は
…
独
自
な
対
象
の
独
自
な
論
理
を
つ
か
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。」

こ
れ
が
マ
ル
ク
ス
の
書
き
記
し
た
結
論
で
あ
っ
た
。

四
　
ま
と
め
と
課
題

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
近
代
市
民
社
会
の
経
済
的
問
題
点
を
、
少
な
く
と
も
哲
学
的
に
は

よ
く
と
ら
え
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
個
人
の
自
由
と
私
有
財
産
の
強
い
支
持
者
で
あ

っ
た
。
そ
の
問
題
点
は
、
市
民
社
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
職
業
団
体
と
、
こ
の
市
民

社
会
の
政
治
的
国
家
へ
の
反
映
で
も
あ
り
、
ま
た
国
家
主
権
す
な
わ
ち
君
主
権
に
も

と
づ
く
、
上
か
ら
の
行
政
活
動
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
た
。
し
た

が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
市
民
社
会
を
批
判
的
な
対
象
と
し
た
と
い
う
場
合
、
そ
の
経

済
学
研
究
の
源
泉
を
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学
の
成
果
の
吸
収
に
だ
け
求
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
時
代
の
官
房
経
済
学
や
イ
ギ
リ
ス
古
典
派
経
済
学

の
批
判
者
た
ち
の
成
果
を
吸
収
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
一
九
九
〇
）
の

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
＝
社
会
哲
学
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

近
代
市
民
社
会
の
延
長
に
お
い
て
で
は
な
く
、
資
本
を
主
体
と
す
る
経
済
と
い
う
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近
代
市
民
社
会
の
本
質
的
概
念
に
お
い
て
こ
れ
を
批
判
的
に
把
握
し
、
市
民
社
会
を

超
え
る
次
の
新
し
い
社
会
（
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
社
会
）
の
可
能
性
を
展
望
し
た
の
が

マ
ル
ク
ス
で
あ
る
。「
市
民
社
会
の
解
剖
学
」
と
し
て
の
経
済
学
の
批
判
を
つ
う
じ

て
「
資
本
の
経
済
学
」
に
い
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
理
論
的
に
可
能
な
も
の

と
な
っ
た
。
そ
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
批
判
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

市
民
社
会
の
問
題
点
を
国
家
と
い
う
理
念
に
お
い
て
解
決
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
と
は
二
つ

の
意
味
で
正
反
対
の
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
理
念
上
の
解
決

で
は
な
く
、
現
実
的
な
主
体
で
あ
る
人
間
と
そ
の
社
会
に
お
け
る
実
践
に
よ
る
解
決

を
志
向
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
社
会
を
市
民
社
会
と
い
う
名
前
で
さ
し

あ
た
り
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
実
在
す
る
対
象
の
本
質
を
理
論
的
に
把
握
す
る
、
し

た
が
っ
て
ま
た
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
市
民

社
会
」
と
い
う
用
語
そ
れ
自
体
が
、
自
由
で
自
立
し
た
諸
個
人
の
集
合
体
と
い
う
一

種
の
理
念
的
意
味
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は
容
易
に
予
想
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家
論
さ
ら
に
マ
ル
ク
ス
の
国
家
論
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
経
済
学
研
究
お
よ

び
社
会
＝
政
治
哲
学
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
七
回
に
わ
た

っ
て
行
な
っ
た
「
法
の
哲
学
」
の
講
義
録
記
録
の
利
用
が
必
須
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
る
研
究
は
本
稿
の
課
題
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て

お
き
た
い
。
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史
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編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
事
典
』
未
来
社
、
一
九
九
一
年
。

岩
佐
茂
・
島
崎
隆
編
『
精
神
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
』
未
来
社
、
二
〇
〇
三
年
。

角
田
修
一
『
生
活
様
式
の
経
済
学
』
青
木
書
店
、
一
九
九
二
年
。

角
田
修
一
『「
資
本
」
の
方
法
と
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

角
田
修
一
「
分
析
的
方
法
を
基
礎
と
す
る
守
征
法
的
方
法
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、

見
田
右
介
」
関
西
唯
物
論
研
究
会
編
『
唯
物
論
と
現
代
』
第
三
九
号
、
二
○
○
七
年

五
月
。

梯
明
秀
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
資
本
論
』
未
来
社
、
一
九
五
九
年
。

形
野
清
貴
「
市
民
社
会
論
の
射
程
」
関
西
唯
物
論
研
究
会
編
『
唯
物
論
と
現
代
』
第
三

九
号
、
二
〇
〇
七
年
五
月
。

粂
康
弘
「
市
民
社
会
の
解
体
と
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
崩
壊
」『
思
想
』
六
五
六
号
、
一
九
七

九
年
二
月
号
。

小
松
善
雄
「
現
代
の
社
会
＝
歴
史
理
論
に
お
け
る
市
民
社
会
概
念
の
考
察
」
東
京
農
業

大
学
産
業
経
済
学
会
『
オ
ホ
ー
ツ
ク
産
業
経
営
論
集
』
第
八
巻
第
一
号
（
通
巻
九
号
）、

一
九
九
七
年
一
二
月
。

牧
野
広
義
『
哲
学
と
知
の
現
在
』
文
理
閣
、
二
〇
〇
四
年
。

マ
ク
レ
ラ
ン
『
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
の
マ
ル
ク
ス
』（D

a
vid

M
cL

ella
n

,
M

a
rx

B
efore

M
arxism

,1
st.,1970,2

n
d.,
1980

,G
reat

B
ritain

）
西
牟
田
久
雄
訳
、
勁
草

書
房
、
一
九
七
二
年
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
『
理
性
と
革
命
』
（H

erb
ert

M
a

rcu
se,

R
ea

son
a

n
d

R
evolu

tion
,N

.Y
.1954.

）
枡
田
・
中
島
・
向
来
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
。

向
井
俊
彦
『
唯
物
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
』
文
理
閣
、
一
九
七
六
年
。

長
洲
一
二
「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」『
マ
ル
ク
ス
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
Ⅰ
』（
一
九
五

三
）
現
代
の
理
論
社
、
一
九
七
五
年
、
所
収
。

尼
寺
義
弘
『
ヘ
ー
ゲ
ル
推
理
論
と
マ
ル
ク
ス
価
値
形
態
論
』
晃
洋
書
房
、
一
九
九
二
年
、

第
一
部
第
一
章
。

尼
寺
義
弘
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
政
治
経
済
学
の
研
究
」「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
理
性
の
狡
智
』
と
目

的
活
動
」「
ヘ
ー
ゲ
ル
《
法
の
哲
学
》
の
『
欲
求
の
体
系
』
の
経
済
分
析
」（
牧
野
広

義
・
藤
井
政
則
・
尼
寺
義
弘
『
現
代
倫
理
の
危
機
』
文
理
閣
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、

第
八
〜
一
○
章
所
収
）

プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
、B

.P
.

『
経
済
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
』（
一
九
九
〇
）
高
柳
・
滝
口
・
早
瀬
・

神
山
訳
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
年
。

リ
ー
デ
ル
『
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
』（
一
九
七
〇
）
清
水
・
山
本
訳
、
福
村
出
版
、
一
九
七

六
年
。

島
崎
隆
『
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
と
近
代
認
識
』
未
来
社
、
一
九
九
三
年
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
編
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
』

（R
obert

R
.W

illiam
s

ed.,B
eyon

d
L

iberalism
an

d
C

om
m

u
n

itarian
ism

:

S
tu

d
ies

in
H

egel’s
P

h
ilosoph

y
of

R
igh

t,
N

.Y
.,2001.

）
中
村
・
牧
野
・
形

野
・
田
中
訳
、
文
理
閣
、
二
〇
〇
六
年
。

山
口
定
『
市
民
社
会
論
　
歴
史
的
遺
産
と
新
展
開
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
。

吉
田
傑
俊
『
市
民
社
会
論
　
そ
の
理
論
と
歴
史
』
大
月
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

注q

ヘ
ー
ゲ
ル
「
法
の
哲
学
」
と
マ
ル
ク
ス
「
国
法
論
批
判
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

わ
が
国
で
は
、
長
洲
一
二
（
一
九
五
三
）、
梯
明
秀
（
一
九
五
九
）、
細
見
英
（
一
九

六
〇
）、
有
井
行
夫
（
一
九
八
七
）
な
ど
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究

に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
生
活
様
式
の
経
済
学
』（
一
九
九
二
）
第
一
章
「
ヘ
ー
ゲ
ル
生

命
論
と
初
期
マ
ル
ク
ス
」
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
省
略
し
た
い
。

マ
ル
ク
ー
ゼ
『
理
性
と
革
命
』（
一
九
五
四
）
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
を
概
観
し
、
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そ
の
理
論
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
は
敵
対
し
、
マ
ル
ク
ス
に
合
致
す
る
意
味
を
も
っ
て
い

る
こ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
否
定
の
哲
学
に
対
し
て
実
証
主
義
の
肯
定
の
哲
学
が
台
頭
し

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
優
れ
た
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
の
「
国
法
論

批
判
」
に
つ
い
て
は
な
ぜ
か
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

生
松
敬
三
『
社
会
思
想
の
歴
史
』（
一
九
六
九
）
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
「
市
民

社
会
と
国
家
」
か
ら
マ
ル
ク
ス
の
社
会
思
想
の
展
開
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
す
ぐ
れ
た

入
門
書
で
あ
る
。

マ
ク
レ
ラ
ン
『
マ
ル
ク
ス
主
義
以
前
の
マ
ル
ク
ス
』（
一
九
七
〇
、
一
九
八
〇
）
は
、

『
経
済
学
＝
哲
学
草
稿
』
に
い
た
る
マ
ル
ク
ス
の
生
涯
と
そ
の
理
論
的
発
展
を
扱
っ
た

好
著
で
あ
る
。「
ヘ
ー
ゲ
ル
国
法
論
批
判
」
も
か
な
り
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。

w

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
編
『
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
超
え
て
』（
二

〇
〇
一
）
は
、
一
九
九
八
年
一
○
月
に
ジ
ョ
ー
ジ
ア
大
学
で
開
催
さ
れ
た
ア
メ
リ

カ
・
ヘ
ー
ゲ
ル
学
会
第
一
五
回
大
会
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
論
文
を
編
集
し
た
も
の

で
あ
る
。
適
切
な
訳
者
解
説
に
あ
る
よ
う
に
、
興
味
深
い
、
多
様
な
論
点
が
提
示
さ

れ
て
お
り
、
表
題
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
編
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
も
の
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
と
い
う
関
連
で
論
じ
た

も
の
は
な
い
。
最
近
の
市
民
社
会
論
と
し
て
、
小
松
善
雄
（
一
九
九
七
）、
山
口
定

（
二
〇
〇
四
）、
吉
田
傑
俊
（
二
〇
〇
五
）、
形
野
清
貴
（
二
〇
〇
七
）
を
あ
げ
て
お
き

た
い
。
ま
た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
と
彼
の
経
済
学
研
究
に
関
す
る
研
究
と
し
て
尼
寺

義
弘
（
二
〇
〇
七
）
が
あ
る
。

e

島
崎
隆
氏
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
文
献
学
的
研
究
が
お
お
む
ね
峠
を
越
し
」、
こ
れ
に

も
と
づ
き
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
そ
れ
自
身
の
研
究
が
あ
ら
た
に
開
始
さ
れ
る
べ
き
時
が
到

来
し
て
い
る
、
そ
う
し
た
「
大
き
な
岐
路
」
に
た
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
は
「
新
し
い
ヘ

ー
ゲ
ル
像
に
向
か
っ
て
進
む
」
べ
き
時
で
あ
る
が
、
膨
大
な
内
容
と
多
面
性
を
も
っ

た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
一
言
で
特
徴
づ
け
る
と
す
れ
ば
、「
精
神
の
哲
学
」
と
名
づ
け
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
精
神
の
哲
学
」
は

『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ぺ
デ
ィ
ー
』
第
三
部
精
神
哲
学
の
こ
と
で
は
な
い
。（
岩
佐
茂
・
島

崎
隆
編
﹇
二
〇
〇
三
﹈
三
、
二
五
ペ
ー
ジ
）。
な
お
、
こ
こ
で
は
岩
佐
・
島
崎
・
高
田

編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
用
語
事
典
』（
一
九
九
一
）
の
「
精
神
」
の
項
目
を
参
照
し
た
。

r

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
承
認
の
闘
争
と
主
へ
の
服
従
は
、
人
間
の
共
同
生
活
の
は
じ
ま
り

に
お
い
て
現
象
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ロ
ー
マ
人
は
ま

だ
、
人
間
の
「
絶
対
的
自
由
と
い
う
概
念
」
に
到
達
し
て
お
ら
ず
、「
人
間
が
そ
の
も

の
と
し
て
、
普
遍
的
自
我
と
し
て
、
理
性
的
自
己
意
識
と
し
て
、
自
由
を
も
つ
権
利

が
あ
る
と
は
認
識
し
な
か
っ
た
」
と
解
説
し
て
い
る
。（
四
三
三
節
お
よ
び
補
遺
）
ま

た
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
、
奴
隷
は
主
人
の
欲
望
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
自

分
の
我
欲
を
こ
え
て
い
る
か
ら
、
主
人
よ
り
も
高
い
地
位
に
い
る
、
服
従
は
自
由
の

端
緒
で
あ
る
、
そ
し
て
主
人
も
ま
た
真
に
自
由
で
は
な
い
、
と
述
べ
た
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。（
四
三
四
節
補
遺
）

t

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、「
自
由
の
理
念
ほ
ど
不
明
確
か
つ
多
義
的
で
、
最
大
の
誤
解
を
受
け

る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
に
実
際
に
受
け
て
い
る
も
の
は
な
い
」（
四
八
二

節
）
と
書
い
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
い
わ
せ
れ
ば
、
東
洋
も
ア
フ
リ
カ
も
、
古
代
ギ

リ
シ
ャ
も
ロ
ー
マ
人
も
、
そ
し
て
哲
学
者
の
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
す
ら
、

「
自
由
の
理
念
を
も
た
な
か
っ
た
。」
自
由
の
理
念
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
世
界
に

現
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
個
人
そ
の
も
の
が
無
限
の
価
値
の
あ
る
も
の
、
そ
れ
自

身
に
お
い
て
絶
対
的
精
神
と
い
う
最
高
の
自
由
に
対
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
が
自
由
と
い
う
理
念
を
も
つ
の
で
は
な
い
。「
人
間
が
そ

の
理
念
な
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
は
、
マ
ル
ク
ス
が
批
判
す
る
よ
う
な
主
語
と
述
語
の

転
倒
が
あ
る
と
は
い
え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
自
由
な
精
神
を
、
哲
学
の
あ
る
い
は
世
界
の

出
発
点
と
し
、
ま
た
到
達
点
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

y

近
年
の
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
と
く
に
法
哲
学
の
研
究
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義
録
に
も
と

づ
く
研
究
に
重
点
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
牧
野
広
義
（
二
〇
〇
四
、
第
七
章

「
今
、
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
か
」）
を
参
照
。
た
と
え
ば
、
プ
リ
ッ
ダ
ー
ト
『
経
済
学
者
ヘ

ー
ゲ
ル
』（
一
九
九
〇
）
は
法
哲
学
の
講
義
録
を
全
面
的
に
用
い
た
研
究
で
あ
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
に
は
市
民
社
会
論
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
へ
の
批
判
的
継

承
関
係
と
い
う
視
点
は
な
い
。
法
哲
学
の
講
義
録
も
相
次
い
で
邦
訳
さ
れ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
『
自
然
法
お
よ
び
国
家
学
に
関
す
る
講
義
―
一
八
一
七
／
一
八
冬
学
期
講

義
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
一
八
一
八
／
一
九
冬
学
期
序
説
（
付
録
）、
ベ
ル
リ
ン
ー
』

（
ヴ
ァ
ン
ネ
ン
マ
ン
手
稿
、
尼
寺
義
弘
訳
、
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）、
ヘ
ー
ゲ
ル

『
自
然
法
お
よ
び
国
家
法
―
「
法
の
哲
学
」
第
二
回
講
義
録
　
一
八
一
八
／
一
八
一
九

年
、
冬
学
期
、
ベ
ル
リ
ン
│
』（
ホ
ー
フ
マ
イ
ヤ
ー
手
稿
、
尼
寺
義
弘
訳
、
晃
洋
書
房
、

二
〇
〇
三
年
）、
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヘ
ン
リ
ッ
ヒ
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録
一
八
一

九
／
一
八
二
〇
』（
中
村
・
牧
野
・
形
野
・
田
中
訳
、
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
二
年
）。
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関
連
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
イ
ェ
ー
ナ
精
神
哲
学
』（
一
八
〇
五
／
〇
六
実
在
哲
学
の

一
部
、
尼
寺
義
弘
訳
、
晃
洋
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

u

「
法
の
哲
学
」
に
お
け
る
方
法
が
「
論
理
学
」
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
三
一
節
で
明
言
さ
れ
て
い
る
。
普
遍
―
特
殊
―
個
別
の
弁
証
法
に
つ
い
て
は
、

七
、
二
四
、
三
一
節
を
参
照
。
た
だ
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
弁
証
法
は
、
外
部
か
ら

素
材
を
取
り
入
れ
ず
、
普
遍
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
概
念
が
自
己
展
開
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
明
言
さ
れ
て
い
る
。

i

精
神
は
思
考
一
般
で
あ
る
の
に
対
し
、
意
志
は
特
殊
な
仕
方
の
思
考
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
思
考
が
自
分
に
存
在
を
与
え
よ
う
と
す
る
衝
動
と
し
て
の
思
考
が
意
志
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
意
志
の
ほ
う
が
理
論
的

な
も
の
を
自
分
の
な
か
に
含
む
。（
四
節
補
遺
を
参
照
）

o

法
哲
学
の
対
象
と
な
る
法
は
狭
義
の
法
で
は
な
く
、
一
つ
に
はdas
R

ech
t(righ

t)

と
い
う
用
語
に
含
ま
れ
る
権
利
論
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
び
と
の
意
志
に
も
と
づ
く

活
動
の
掟
し
た
が
っ
て
制
度
を
扱
う
と
い
う
意
味
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

!0

ヘ
ー
ゲ
ル
は
国
家
の
土
台
（die

B
asis

）
と
し
て
家
族
と
身
分
を
あ
げ
る
（
二
〇

一
節
補
遺
）。
ま
た
、
国
家
の
倫
理
的
根
源
（die

W
u

rzel,
root

）
と
し
て
家
族
と

職
業
団
体
を
あ
げ
て
い
る
（
二
五
五
節
）。

粂
（
一
九
七
九
）
は
、
経
済
学
の
扱
う
物
象
化
さ
れ
た
個
人
を
超
え
て
諸
個
人
を

有
機
的
に
組
織
す
る
身
分
と
職
業
団
体
こ
そ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
市
民
社
会
論
の
独
自
性
で

あ
っ
た
が
、
一
八
三
〇
年
の
革
命
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
体
系
が
崩
壊
す
る
と
し
て
、

そ
の
あ
り
様
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

!1

リ
ー
デ
ル
（
一
九
六
九
）
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
古
典
政
治
学
と
近
代
自
然
法
に
対
決

し
た
の
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
カ
ン
ト
、
ル
ソ
ー
に
い
た
る
伝
統
的
な
市
民
社

会
概
念
で
あ
る
国
家
と
社
会
と
の
一
体
性
に
反
対
し
、
国
家
か
ら
相
対
的
に
自
立
し

た
新
し
い
市
民
社
会
概
念
を
う
ち
立
て
た
と
解
す
る
。
こ
の
解
釈
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は

18
世
紀
来
の
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
な
ら
っ
て
市
民
社
会
と
い
う
用
語
を
使

っ
た
と
す
る
マ
ル
ク
ス
「
経
済
学
批
判
へ
の
序
言
」（
一
八
五
九
年
）
の
理
解
と
異
な

る
。

!2

マ
ク
レ
ラ
ン
（
一
九
七
〇
、
一
九
八
〇
）
は
、
マ
ル
ク
ス
の
民
主
制
の
概
念
は
こ

の
段
階
で
、
①
人
間
主
義
的
で
あ
る
②
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
な
い
人
類
の
自
由
を
含
む
③

あ
る
意
味
で
社
会
主
義
的
で
あ
る
④
共
和
制
は
国
家
の
消
滅
を
含
む
新
し
い
社
会
形

態
に
は
不
適
当
で
あ
る
、
と
い
う
四
つ
の
特
徴
を
も
つ
が
、
明
ら
か
に
過
度
的
な
観

念
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。（p.114-115,

訳
一
七
三
〜
一
七
四
ペ
ー
ジ
）

（
本
学
経
済
学
部
教
授
）
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